
平成２６年度全国中学校体育大会 

第３６回全国中学校ソフトボール大会 宿泊・弁当要項 

１１１１....基本方針基本方針基本方針基本方針    

  第３６回全国中学校ソフトボール大会の宿泊および昼食の確保を万全に期することを目的とし、次のように定めさせてい

ただきます。 

（１）全国中学校体育大会愛媛県実行委員会（以下「実行委員会」という）の宿泊・弁当基本方針に従って実施します。 

（２）本大会参加者の宿泊場所は指定宿舎とします。指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません。 

   指定宿舎以外の宿舎を利用の場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受渡しが出来ないことが予想されます。

尚、指定したホテルの変更は原則として認めません。 

変更によって生じたすべての紛議や損失は、任意に宿泊を変更した者がその責任を負うことになります。 

（３）宿泊・弁当に関しては、必ず大会実行委員会指定業者『㈱JTB 中国四国松山支店』（以下、「宿泊事務局」という）を通じ

ての申込となります。※宿泊は「募集型企画旅行契約」。弁当・貸切バスは「手配旅行契約」。 

（４）宿泊割当は、選手・監督・役員等を優先し、部屋割りは男女の別や引率・選手の別等を考慮して行います。 

（５）ご希望された宿泊施設区分が満室の場合、他の区分の宿泊施設をご案内させていただきます。 

    

２２２２....取扱（適用）期間取扱（適用）期間取扱（適用）期間取扱（適用）期間    

  平成２６年８月１７日（日）～２１日（木） ５泊（大会前日泊と閉会式後の宿泊を含みます。） 

※但し、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。 

    

３３３３....宿泊について宿泊について宿泊について宿泊について    

ご旅行代金（宿泊代金）について 

   ※最少催行人員１名・添乗員は同行いたしません。チェックインは各自でお願いいたします。 

   ※ご旅行代金（宿泊代金）は、税金・サービス料・企画料金を含む１名当たりの料金です。 

地区名 松山地区 道後地区 奥道後地区 松山東地区 

申込記号 A－１ B－１ Ｃ－１ Ｄ－１ Ｅ－１ Ｆ－１ Ｇ－１ Ｈ－１ Ⅰ－1 

旅行代金 

（1 泊朝食 宿泊代金） 
9,000 円 8,300 円 7,300 円 6,700 円 10,000 円 9,000 円 7,800 円 8,300 円 9,300 円 

申込記号 A－２ B－２ Ｃ－２ Ｄ－２ Ｅ－２ Ｆ－２ Ｇ－２ Ｈ－２ Ⅰ－２ 

旅行代金 

（1 泊２食 宿泊代金） 
10,500 円 9,800 円 8,800 円 8,200 円 12,000 円 11,000 円 9,800 円 9,800 円 11,300 円 

マドンナスタジアム １５～２０分 ２０～３０分 ３０～４０分 ３０～４０分 

松山中央公園 運動広場 １５～２０分 ２０～３０分 ３０～４０分 ３０～４０分 

伊予銀行グラウンド １５～２０分 ２０～３０分 ３０～４０分 ３０～４０分 

松前公園多目的広場 ３０～４０分 ４０～５０分 ４０～５０分 ４０～５０分 

（１）ご希望タイプの申込記号を申込書にご記入ください。宿泊施設を指定してのお申込は受付できません。 

（２）配宿は大会本部と協議の上行います。大会会場が４会場となることをふまえ、止むを得大会会場が４会場となることをふまえ、止むを得大会会場が４会場となることをふまえ、止むを得大会会場が４会場となることをふまえ、止むを得ず希望外又は利用宿ず希望外又は利用宿ず希望外又は利用宿ず希望外又は利用宿

舎施設以外への配宿を行うことがあります。舎施設以外への配宿を行うことがあります。舎施設以外への配宿を行うことがあります。舎施設以外への配宿を行うことがあります。各宿泊区分及び宿泊施設の収容人員が満員に達した場合、止む

を得ず希望外又は利用宿舎施設以外への配宿を行うことがあります。予めご了承ください。 

（３）各宿舎のランクにつきましては別項補足資料をご参照ください。 

（４）お部屋割りにつきましては、洋室の場合１～４名様利用、和室の場合は定員（３～６名）利用といたします。 

（５）洋室利用で、ツイン・トリプル・フォースルーム使用の場合、エキストラベッド対応になる場合があります。 

（６）宿舎の割り当ては選手・監督・コーチ・引率教員・応援生徒・役員（視察員）保護者・一般応援者・報道関

係者の順に優先してまいりますので、選手・監督と応援中学生が別の宿舎になる場合がございます。そのた

め、応援中学生にも引率教員の同行をお願いします。また、保護者は別の宿舎になる可能性がございます。 

（７）小学生も同料金となります。小学生未満のお子様の宿泊につきましては[宿泊事務局]にお問合わせください。 



（８）欠食控除の取扱はいたしません。 

（９）施設により、朝食が軽食・弁当でのご用意になる場合があります。また、夕食がホテル付近でのご用意とな

る場合もあります。 

（10）駐車場はホテルよって異なります（有料の場合あり）。また、駐車場の数に限りがありますので宿舎決定後

に各宿舎へ直接お問い合わせください。 

（11）早朝・遅発について 

   原則として、チェックインは１５時以降、チェックアウトは１０時以前とします。それ以外については追加

料金が必要となる場合があります。 

（12）その他条件は募集型企画旅行約款によります。 

 

【宿泊施設一覧】 

地区 申込区分 ホテル名 

松山地区 

Ａ 
松山全日空ホテル・松山東急イン・ホテル JAL シティ松山・東京第一ホテル松山・松山シティホテル・ 

プレミアイン松山・アパホテル松山城西・松山ワシントンホテルプラザ 

Ｂ 
国際ホテル松山・ホテルサンルート松山・スカイホテル・ホテルクラウンヒルズ松山・ 

ビジネスホテル勝山・ホテルニューカジワラ・ターミナルホテル松山 

Ｃ 
ビジネスホテル泰平・東横ＩＮＮ松山一番町・ホテルチェックイン松山・ホテルトップイン松山・ 

ホテルアビス松山・松山ニューグランドホテル 

Ｄ アビスイン道後松山・スーパーホテル松山・えひめ共済会館 

道後地区 

Ｅ ホテルパティオドウゴ・ホテル椿館（本館）・ホテル古湧園・ホテル八千代 

Ｆ 宝荘ホテル・ホテル葛城・ホテル椿館（別館）・道後グランドホテル・ホテルルナパーク・かんぽの宿道後 

Ｇ メルパルク松山・にぎたつ会館 

奥道後地区 Ｈ ホテル奥道後 

松山東地区 Ⅰ たかのこのホテル 

 

４４４４....弁当について弁当について弁当について弁当について    

（１）取扱期間  事前お申込分を学校単位にして、大会会場にてお引渡しいたします。    

松前公園以外は、周辺には食事施設が少ないため、お弁当のお申込をお勧めいたします。 

ご注文以外の当日販売は行いませんのでご了承ください。 

平成２６年８月１８日（月）～２１日（木） 

（２）代金    弁当１食 ８００円（税込）：お茶付 

（３）弁当の引き換えは、１１：００～１３：００の間に競技会場弁当引換所にて引換券と交換いたします。 

（４）食中毒が心配な時期ですので、受け取り後、遅くとも３０分以内にお召し上がりください。 

（５）弁当の空き箱回収を行います。空き箱は指定の場所に１４：００までにお持ちください。 

    

５５５５....輸送（交通手配）輸送（交通手配）輸送（交通手配）輸送（交通手配）についてについてについてについて    

（１）今大会における計画輸送バス（宿舎・競技会場間）などは予定しておりません。 

大会会場までは、参加者様各自でご来場いただくことになります。 

   全国から愛媛県までの計画輸送は行いませんので、各学校でＪＲ・航空券の手配をお願いいたします。 

   応援団を含め、大人数の団体になるために、大会期間中の貸切バスのご手配を承ります。 

   

 【貸切バスの手配について】 

（１）お申込をうけてからの「手配旅行」契約となります。間際のお申込はご希望に添えない場合があります。 

（２）配車場所・時間などの行程確認は、宿泊事務局よりご連絡させていただきます。 



    貸切大型バス〈４５名定員・ワンマン運行（ガイド無し）〉 

    貸切中型バス〈２７名定員・ワンマン運行（ガイド無し）〉 

   ※有料道路通行料は実費を現地にてお支払いください。    

行程 大型バス 1台の借上げ料金（税込） 中型バス 1台の借上げ料金（税込） 

1日当り（6時 30分～18時）利用料金 

（松山市・伊予市・松前町・砥部町内） 
８６，４００円 ７５，６００円 

 

６６６６....変更・取消について変更・取消について変更・取消について変更・取消について    

ご契約成立以降に解除される場合は、下記の取消料を申し受けます。 

取消日 4 日前迄 3 日前～前々日迄 前  日 当日又は無連絡 

宿泊取消料 無  料 宿泊代金の 20％ 宿泊代金の 40％ 午前 12:00 まで宿泊代金の 50％ 以降より 100％ 

弁当取消料 無  料 無  料 無料（但し 15:00 迄） 前日の 15:00 以降より 100％ 

貸切バス取消料 無  料 ５０％ １００％ 

※お申込後の変更・取消につきましては、必ず FAXにてお願いいたします。 

お電話での変更・取消はお受け出来ません。（大会期間中は、競技会場 JTBデスクにて承ります） 

※お弁当の数のご変更はご利用日前日の１５時までに「競技会場 JTBデスク」にご連絡ください。 

 

７７７７....お申込のご案内お申込のご案内お申込のご案内お申込のご案内    

（１）お申込方法    

出場が決定次第、所定のお申込書に必要事項をご記入の上、FAXにて[宿泊事務局宛]にお申込ください。 

（２）申込締切日について 

申込締切日は、平成２６平成２６平成２６平成２６年８月９日（土年８月９日（土年８月９日（土年８月９日（土）１８）１８）１８）１８：００：００：００：００までまでまでまでとします。（申込締切後も受付致します。）    

（３）宿泊・弁当の確認書発送について 

平成２６平成２６平成２６平成２６年８月１３日（水年８月１３日（水年８月１３日（水年８月１３日（水）まで）まで）まで）までに、申込責任者（書類送付先）宛に、確認書類・請求書をＦＡＸ及び郵送い

たします。 

  間際でのお申込に関しましては、FAXでのご回答とさせていただく場合がございます。 

  ※万一期日までに書類が届かない場合は恐れ入りますが、ご連絡をいただきますようお願いいたします。 

（４）お支払いについて 

平成２平成２平成２平成２６６６６年８月１５日（金年８月１５日（金年８月１５日（金年８月１５日（金）まで）まで）まで）までに、弊社指定口座へお振込みください。振込み手数料はお客様ご負担にて 

お願い申し上げます。（指定口座は確認書類送付時にご案内いたします。） 

（５）返金について 

振込後、変更・取消などにより返金が生じた場合、大会終了後、申込書に記載していただいたお客様指定の口座

へ、振込みいたします。 

（６）領収証について 

確認書類送付時に領収証発行依頼書を送付いたします。必要事項をご記入の上ご返送ください。 

なお、領収証の送付は大会終了後、ご指定の送付先にお送りいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お申込・お問合せ先＞         【旅行企画・実施】 

株式会社ＪＴＢ中国四国松山支店 

〒７９０－０００３愛媛県松山市三番町４丁目１２－１０ 

ＴＥＬ：０８９－９４３－３３２１ 

ＦＡＸ：０８９－９３４－６６２６ 

「第３６回全国中学校ソフトボール大会宿泊事務局」係 

総合旅行業務取扱管理者 上本 宏 

担当 武市・濱田・小川 

営業時間 平日９：３０～１７：３０（土・日・祝日休業） 

休業の連絡先は０８０－２８９６―０５８４ 

観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 １ ７ ６ ９ 号 

日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員 

広島市中区紙屋町 2-1-22〒730-0031 



ご旅行条件（要約） 

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、 

事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

 

●●●●募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）JTB中国四国松山支店（愛媛県松山市三番町 4丁目 12-10 観光庁登録旅行業第 1769号。以下「当社」という）が企

画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することにな

ります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面

及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●●●●旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 

（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に

申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。 

（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。 

●●●●旅行代金のお支旅行代金のお支旅行代金のお支旅行代金のお支払い払い払い払い 
旅行代金は当社が指定する期日までにお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名な

くして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない

限り、お客様の承諾日といたします。 

●●●●旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税 

これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 

（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

●特別補償●特別補償●特別補償●特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お

客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の

金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

・ 死亡補償金：１,５００万円 

・ 入院見舞金：２～２０万円 

・ 通院見舞金：１～５万円 

・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを

受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅

行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。） 

（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、

その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」

とします。（但し、成立日が旅行開始前日から 14日目にあたる日より前の場合は「14日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」

とします。）また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以

降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7日間以内をカード利用日とし

て払い戻します。） 

（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料

と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこ

の限りではありません。 

●国内旅行保険への加入について●国内旅行保険への加入について●国内旅行保険への加入について●国内旅行保険への加入について 
旅行先において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償

請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身

で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。 

●事故等のお申出について●事故等のお申出について●事故等のお申出について●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご

通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 

●個人情報の取扱について●個人情報の取扱について●個人情報の取扱について●個人情報の取扱について 
（１） 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用さ

せていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ

ービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 

（２） 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがありま

す。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提

供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。 

（３） 平成２６年度全国中学校体育大会愛媛県実行委員会へも提出いたします。 

●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2014年 5月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2014年 5月 1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出して

います。 

 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な

点がありましたら、ご遠慮なく前記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 


